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利
用
権
設
定
に
伴
う
農
地
の
貸
借

に
つ
い
て
の
賃
借
料
は
、
従
来
、
標

準
小
作
料
を
参
考
に
契
約
を
締
結
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
昨
年　

月
に
施

１２

行
さ
れ
た
農
地
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
標
準
小
作
料
制
度
は
廃
止
さ
れ
ま

し
た
。

こ
れ
に
替
わ
る
も
の
と
し
て
、
農

業
委
員
会
は
、
賃
借
料
に
つ
い
て
の

情
報
提
供
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。下

記
の
賃
借
料
情
報
は
、
農
地
法

第　

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
過
去
１

５２
年
間
の
賃
貸
借
契
約（
利
用
権
設
定
）

を
締
結
さ
れ
た
分
の
情
報
を
旧
大
字

別
に
、
最
高
・
最
低
・
平
均
額
を
算

出
し
た
も
の
で
す
。
賃
貸
借
契
約
の

目
安
と
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

下
記
の
情
報
は
、
平
成　

年
度
産

２２

に
つ
い
て
適
用
（
毎
年
情
報
提
供
を

し
ま
す
）
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
情
報

は
あ
く
ま
で
も
目
安
で
あ
り
、
実
際

に
契
約
さ
れ
る
と
き
は
貸
し
手
と
借

り
手
で
協
議
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
契
約
期
間
が
残
っ
て
い
る

場
合
に
つ
い
て
も
双
方
で
協
議
の
上
、

額
の
調
整
を
お
願
い
し
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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神
埼
市
農
業
委
員
会
事
務
局
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０
１
０
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注）１ 旧大字の賃借料平均に比べ著しく高額又は低額な案件は参考データから削除しました。
 また、物納・役務も除外しています。（広滝は物納のみ１件）
２ 神埼町については、圃場整備地区内・地区外での適用区分がありましたが、

 千代田町と脊振町は区分けはありませんでした。
３　Ａ～Ｆは農地区分です。
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近年、悪質な訪問販売による被害やク
レジットによる多額の購入契約を結ばさ
れてしまうといった事例が増えています。
こうした消費者被害を防止するため、特
定商取引法と割賦販売法が改正され、平
成２１年１２月１日から施行されました。
�������������	
��

特定商取引法の規制の対象が広がりました。こ
れまでは指定された商品やサービスが規制の対象
となっていましたが、訪問販売、電話勧誘販売、
通信販売で購入した、原則すべての商品・サービ
スがクーリング・オフの対象になりました。
������������	
��

「契約しない」という意思を示した消費者に対
して、再勧誘することは禁止されています。
必要量を超える「過量販売」の契約は、契約後
１年以内であれば解除できます。
������������	
�����

訪問販売などで商品やサービスの説明にウソが
あったり、過量販売があった場合に、個別クレ
ジットで支払っているならばこれを解約し、すで
に支払済みのお金を返してもらうことが可能にな
りました。
������������	
��

返品の可否や条件を広告に表示していない場合
は、８日間は送料を自己負担で返品し、契約の解
除ができるようになりました。
�������

神埼市役所　商工観光課　�３７�０１０７
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神埼市では、市県民税と固定資産税の前納報奨
金制度を設け実施してきましたが、社会情勢の変
化や全国的な動向を踏まえ、平成２２年４月から当
該制度を廃止させていただくこととなりました。
�������

神埼市役所　税務課　�３７�０１１４
※納税には便利な口座振替のご利用を。
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����　認定基準に該当する肝臓機能障害のあ
る方。肝臓移植を受け、抗免疫療法を
実施している方。

�����

主として肝臓機能障害の重症度分類である
����������分類（※）によって判定します。
３ヶ月以上グレードＣに該当する方が、概ね身
体障害者手帳の交付対象となります。
ただし、診断前の６ヶ月間にアルコールを摂取
している方等は対象とはなりません。
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詳しい手続き方法や指定医のいる医療機関など
については、事前に市の窓口までお問い合わせ
ください。

�������

神埼市役所　高齢障害課 �３７�０１１１
千代田総合支所　市民福祉課 �４４�２１６７
脊振総合支所　市民福祉課 �５９�２１１１
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市では平成２１年４月から不妊治療費に
対する経費の一部助成を行っています。
������

婚姻届を行った夫婦で神埼市に１年以上引き続
き住所登録をしている方

※夫と妻のいずれも前年の所得の合計額が７３０万
円未満であること。

�������	
��

健康保険が適用されない夫婦間で行う「人工授
精」「体外受精」「顕微授精」
�����　通算して５年間
�������	
��　３月３１日（水）
※ただし、２月１日から３月３１日までに治療終了
日がある方は、４月３０日（金）まで申請を受け
付けます。
詳しくは、お問い合わせください。
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神埼町保健センター　�５１�１２３４
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※（　）内は平成２０年４月から平成２１年７月までの１６ヶ月間の自
己負担限度額です。
※医療保険における自己負担額は保険適用のものに限ります。
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支給基準日（平成２１年７月３１日）時点で市の医療保
険に加入している方で支給の対象の方には、１２月に申
請のお知らせを送付しました。
まだ申請手続きをされていない方は、印鑑と申請書を
� ���������������������������������������������

持参し、早めに申請してください。
� �����������������������������
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同
一
世
帯
で
、
一
年
間
に
医
療
保

険
（
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
医

療
制
度
、
被
用
者
保
険
な
ど
）
と
介

護
保
険
の
両
方
を
負
担
し
た
場
合
、

月
単
位
で
の
高
額
療
養
費
及
び
高
額

介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

を
受
け
て
も
な
お
残
る
負
担
を
合
算

し
た
額
が
、
定
め
ら
れ
た
自
己
負
担

�
�

�
�
�
�
�
�

限
度
額
（
表
１
）
を
超
え
た
と
き
に

�
�

�
�
�
�

は
、
そ
の
差
額
が
高
額
介
護
合
算
療

養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

�
�
�
�

前
年
８
月
１
日
か
ら
７
月　

日
ま

３１

で
の
年
額
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

※
初
年
度
の
み
、
平
成　

年
４
月
か

２０

ら
平
成　

年
７
月
ま
で
の　

ヶ
月

２１

１６

間
と
な
り
ま
す
。

�
�
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�

①
支
給
基
準
日
（
平
成　

年
７
月　

２１

３１

日
）
に
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険

窓
口
で
申
請
し
ま
す
。

②
転
入
・
転
出
な
ど
で
市
町
が
変

わ
っ
た
場
合
や
途
中
で
後
期
高
齢

者
医
療
に
加
入
し
た
な
ど
、
医
療

保
険
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
窓
口
で
申
請
し
ま
す
。

※
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
事
由

発
生
日
か
ら
２
年
を
経
過
す
る
と

時
効
と
な
り
、
申
請
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

対
象
期
間
内
に
複
数
の
医
療
保
険

に
加
入
さ
れ
て
い
た
場
合
や
市
の
介

護
保
険
の
加
入
期
間
が
な
い
場
合
な

ど
は
、
お
知
ら
せ
で
き
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

�
�
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�

◆
医
療
保
険
に
つ
い
て

・
神
埼
市
国
民
健
康
保
険
加
入
の
方

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
方

神
埼
市
役
所　

市
民
課

�
３
７�
０
１
１
５

◆
介
護
保
険
に
つ
い
て

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

�
３
７�
０
１
１
１

※
各
総
合
支
所
で
も
相
談
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
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２月は、脊振総合支所で行い、４組４人
が来庁されました。
これまで実施してきた「夜の市長室」は、

２月までで終了させていただきました。
貴重なご意見等をいただき、ありがとう
ございました。
�������

神埼市役所　市長公室　�３７�００８８
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これまで、面積５００㎡以上の路外駐車場で、利用者から駐

車料金を徴収する駐車場を設置する場合、事前に必要な事

項について県知事に届け出る必要がありました。

４月１日からは、神埼市内で特定路外駐車場設置を行う場

合、権限委譲により、届出先が、県庁から神埼市役所へ変更

となります。

�������　神埼市役所　建設課　�３７�０１０３
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１
月　

日
に
神
埼
市
中
央
公
民
館

２８

で
、
市
の
委
託
事
業
と
し
て
、
今
年

で
４
回
目
の
「
男
性
の
料
理
教
室
」

を
開
催
し
ま
し
た
。　

人
が
参
加
し
、

２７

初
め
て
の
人
は
５
人
程
。
中
に
は
毎

年
参
加
し
て
い
る
人
も
い
ま
し
た
。

参
加
者
は
エ
プ
ロ
ン
と
三
角
巾
を

着
け
、
神
埼
市
食
生
活
改
善
協
議
会

の
山
口
好
子
会
長
を
は
じ
め
８
人
の

講
師
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
素
材

切
り
か
ら
盛
り
付
け
ま
で
手
際
よ
く
、

予
定
よ
り
早
く
４
品
の
料
理
を
作
り

上
げ
ま
し
た
。

メ
ニ
ュ
ー
は
「
鯖
の
梅
酒
煮
」「
ブ

ロ
ッ
コ
リ
ー
と
ヒ
ジ
キ
の
サ
ラ
ダ
」

「
か
き
た
ま
汁
」「
ミ
ル
ク
白
玉
」
で

す
。
和
や
か
な
中
に
も
、
レ
シ
ピ
を

見
な
が
ら
真
剣
な
表
情
で
調
理
に
取

り
組
む
お
父
さ
ん
た
ち
の
姿
が
あ
り

ま
し
た
。
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障害のある人や高齢者など、社会的に弱

い立場にある人も、不利を受けることなく、

社会の中ですべての人々が同じように生

活し、活動することが社会の本来のあるべ

き姿であるという考え方をいいます。
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和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
会
食
が

行
わ
れ
、「
後
片
付
け
が
苦
手
」「
今

後
も
参
加
し
た
い
」「
家
庭
で
は
肉

じ
ゃ
が
、
野
菜
炒
め
、
サ
ラ
ダ
な
ど

を
作
っ
て
い
る
」「
手
打
ち
う
ど
ん
を

作
る
」
な
ど
と
、
会
話
が
は
ず
ん
で

い
ま
し
た
。
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市民の皆さまからのご意見やご要望を踏まえて、
「神埼市住宅用太陽光発電システム設置費補助金
交付要綱」を改正し、「完了後申請」から「着工前
申請」に変更しました。
新要綱は、平成２２年４月１日から適用しますの

で、申請する際にはご注意ください。
新しい「手引き」や「申請様式」は、３月下旬
に公表、配布を予定しています。
詳しくは、お問い合わせください。 

���������	�������	
��

旧（現行）要綱の対象です。旧（現行）様式を
用いて、 事業完了後に申請してください。 

��������	
�������

新要綱の対象です。新様式を用い新要綱の対象です。新様式を用い
て、着工前に申請してください。て、 着工前に申請してください。
�������
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